
管理番号 109005

名称

所在地

根拠法令

内容

名称

所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

－

備　　考

行政機関等匿名加
工情報の提案を受
ける組織の名称及
び所在地

富山県土木部建築住宅課

富山県富山市新総曲輪１番７号

行政機関等匿名加工情報の概要（本人
の数、項目等）

－

作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

－

個人情報ファイルの種別及び政令第21
条第７項に該当するファイルの有無

 ☑法第60条第２項第１号（電算処理ファイル）

 □ 法第60条第２項第２号
　（マニュアル処理ファイル）

（電算処理ファイルである場合）
利用目的及び記録範囲がこの個人情報ファイルの利用
目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理ファ
イルの有無
　□ 有り　　　☑ 無し

行政機関等匿名加工情報の提案募集を
する個人情報ファイルである旨

　☑ 該当      □ 非該当

訂正・利用停止に
関する他の法令の
規定による特別の
手続

富山県被災建築物応急危険度判定士認定制度要綱第４条

各記録項目の内容については、富山県被災建築物応急危険度判定士認定制度要綱第
４条に基づき訂正請求ができる。

個人情報ファイルに記録される個人情
報（記録情報）の収集方法

本人からの申請及び届出

要配慮個人情報 　□ 含む      ☑ 含まない

条例要配慮個人情報 　□ 含む　　　☑ 含まない

記録情報を当該実施機関以外の者に経
常的に提供する場合にはその提供先

県内の市町村、公益社団法人富山県建築士会、一般社団法人富山県建築士事務所協
会、公益社団法人日本建築家協会北陸支部富山地域会

開示請求等を受理
する組織の名称及
び所在地

富山県経営管理部総務課

富山県富山市新総曲輪１番７号

個人情報ファイルの利用目的
富山県被災建築物応急危険度判定士の認定を受けた者の情報を記録し、有事の際の
連絡等に使用する。

個人情報ファイルに記録される項目
（記録項目）

１認定番号、２氏名、３性別、４生年月日、５血液型、６建築士免許に関する、７
住所、８携帯電話番号及びメールアドレス、９勤務先、10緊急連絡先、11所属団
体、12応急危険度判定講習受講年月日、13認定証有効年月日

本人として個人情報ファイルに記録さ
れる個人の範囲（記録範囲）

富山県被災建築物応急危険度判定士の認定を受けた者

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

土木部建築住宅課

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 応急危険度判定士名簿

行政機関等の名称 富山県知事



管理番号 109006

名称

所在地

根拠法令

内容

名称

所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

―

備　　考

行政機関等匿名加
工情報の提案を受
ける組織の名称及
び所在地

―

―

行政機関等匿名加工情報の概要（本人
の数、項目等）

―

作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

―

個人情報ファイルの種別及び政令第21
条第７項に該当するファイルの有無

 ☑法第60条第２項第１号（電算処理ファイル）

 □ 法第60条第２項第２号
　（マニュアル処理ファイル）

（電算処理ファイルである場合）
利用目的及び記録範囲がこの個人情報ファイルの利用
目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理ファ
イルの有無
　☑ 有り　　　□ 無し

行政機関等匿名加工情報の提案募集を
する個人情報ファイルである旨

　□ 該当      ☑ 非該当

訂正・利用停止に
関する他の法令の
規定による特別の
手続

―

―

個人情報ファイルに記録される個人情
報（記録情報）の収集方法

本人からの申請

要配慮個人情報 　□ 含む      ☑ 含まない

条例要配慮個人情報 　□ 含む      ☑ 含まない

記録情報を当該実施機関以外の者に経
常的に提供する場合にはその提供先

―

開示請求等を受理
する組織の名称及
び所在地

富山県経営管理部総務課

富山県富山市新総曲輪1番7号

個人情報ファイルの利用目的
登録済みの業者を把握し、業務を適正かつ円滑に進められるようにするために利用
する。

個人情報ファイルに記録される項目
（記録項目）

１，業者名　２，代表者名　３，役員名　４，事業所の住所　５，事業所の電話番
号

本人として個人情報ファイルに記録さ
れる個人の範囲（記録範囲）

富山県内で屋外広告業を営業することの許可を受けた業者及びその役員

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

土木部建築住宅課

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 屋外広告業登録簿

行政機関等の名称 富山県知事



管理番号 109007

名称

所在地

根拠法令

内容

名称

所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

－

備　　考

行政機関等匿名加
工情報の提案を受
ける組織の名称及
び所在地

富山県土木部建築住宅課

富山県富山市新総曲輪１番７号

行政機関等匿名加工情報の概要（本人
の数、項目等）

－

作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

－

個人情報ファイルの種別及び政令第21
条第７項に該当するファイルの有無

 ☑法第60条第２項第１号（電算処理ファイル）

 □ 法第60条第２項第２号
　（マニュアル処理ファイル）

（電算処理ファイルである場合）
利用目的及び記録範囲がこの個人情報ファイルの利用
目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理ファ
イルの有無
　□ 有り　　　☑ 無し

行政機関等匿名加工情報の提案募集を
する個人情報ファイルである旨

　☑ 該当      □ 非該当

訂正・利用停止に
関する他の法令の
規定による特別の
手続

建築士法（昭和25年法律第202号）第５条の２
富山県建築士法施行規則（昭和25年富山県規則第108号）第４条の２

３及び４の各記録項目の内容については、富山県建築士法施行規則（昭和25年富山県規則第108
号）第４条の２に基づき訂正請求ができる。
３から７までの各記録項目の内容については、建築士法（昭和25年法律第202号）第５条の２に
基づき訂正請求ができる。

個人情報ファイルに記録される個人情
報（記録情報）の収集方法

本人からの申請及び届出、登録講習機関からの報告

要配慮個人情報 　□ 含む      ☑ 含まない

条例要配慮個人情報 　□ 含む　　　☑ 含まない

記録情報を当該実施機関以外の者に経
常的に提供する場合にはその提供先

国、他の地方公共団体、指定登録機関

開示請求等を受理
する組織の名称及
び所在地

富山県経営管理部総務課

富山県富山市新総曲輪１番７号

個人情報ファイルの利用目的
建築士名簿に登録して建築士の免許を与えるとともに、申請及び届出の情報を記録
し、登録状況の確認等に利用する。

個人情報ファイルに記録される項目
（記録項目）

１登録番号、２登録年月日、３氏名、４生年月日、５本籍、６現住所、７勤務先、
８建築士試験の合格年月日及び合格番号、９懲戒処分に関する情報、10定期講習及
び管理建築士講習に関する情報

本人として個人情報ファイルに記録さ
れる個人の範囲（記録範囲）

富山県知事から建築士の免許を受けた者

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

土木部建築住宅課

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 建築士に関する名簿

行政機関等の名称 富山県知事



管理番号 109008

名称

所在地

根拠法令

内容

名称

所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

－

備　　考

行政機関等匿名加
工情報の提案を受
ける組織の名称及
び所在地

富山県土木部建築住宅課

富山県富山市新総曲輪１番７号

行政機関等匿名加工情報の概要（本人
の数、項目等）

－

作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

－

個人情報ファイルの種別及び政令第21
条第７項に該当するファイルの有無

 ☑法第60条第２項第１号（電算処理ファイル）

 □ 法第60条第２項第２号
　（マニュアル処理ファイル）

（電算処理ファイルである場合）
利用目的及び記録範囲がこの個人情報ファイルの利用
目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理ファ
イルの有無
　□ 有り　　　☑ 無し

行政機関等匿名加工情報の提案募集を
する個人情報ファイルである旨

　☑ 該当      □ 非該当

訂正・利用停止に
関する他の法令の
規定による特別の
手続

建築士法（昭和25年法律第202号）第23条の５

３から６までの各記録項目の内容については、建築士法（昭和25年法律第202号）第
23条の５に基づき訂正請求ができる。

個人情報ファイルに記録される個人情
報（記録情報）の収集方法

本人からの申請及び届出、建築士名簿

要配慮個人情報 　□ 含む      ☑ 含まない

条例要配慮個人情報 　□ 含む　　　☑ 含まない

記録情報を当該実施機関以外の者に経
常的に提供する場合にはその提供先

国、他の地方公共団体、指定事務所登録機関

開示請求等を受理
する組織の名称及
び所在地

富山県経営管理部総務課

富山県富山市新総曲輪１番７号

個人情報ファイルの利用目的
建築士事務所を登録するとともに、申請及び届出の情報を記録し、登録状況の確認
等に利用する。

個人情報ファイルに記録される項目
（記録項目）

１登録番号、２登録年月日、３建築士事務所の名称及び所在地、４登録申請者に関する情報（個
人である場合は氏名、現住所、生年月日及び性別、法人である場合は名称、所在地並びに役員の
氏名、役職、生年月日及び性別）、５管理建築士に関する情報（氏名、建築士登録番号等）、６
所属建築士に関する情報（氏名、建築士登録番号等）、７その他建築士事務所に関する情報

本人として個人情報ファイルに記録さ
れる個人の範囲（記録範囲）

富山県知事から建築士事務所の登録を受けた者

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

土木部建築住宅課

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 建築士事務所に関する登録簿

行政機関等の名称 富山県知事



管理番号 109009

名称

所在地

根拠法令

内容

名称

所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

－

備　　考

行政機関等匿名加
工情報の提案を受
ける組織の名称及
び所在地

－

－

行政機関等匿名加工情報の概要（本人
の数、項目等）

－

作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

－

個人情報ファイルの種別及び政令第21
条第７項に該当するファイルの有無

 ☑法第60条第２項第１号（電算処理ファイル）

 □ 法第60条第２項第２号
　（マニュアル処理ファイル）

（電算処理ファイルである場合）
利用目的及び記録範囲がこの個人情報ファイルの利用
目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理ファ
イルの有無
　☑ 有り　　　□ 無し

行政機関等匿名加工情報の提案募集を
する個人情報ファイルである旨

　□ 該当      ☑ 非該当

訂正・利用停止に
関する他の法令の
規定による特別の
手続

－

－

個人情報ファイルに記録される個人情
報（記録情報）の収集方法

本人からの申請

要配慮個人情報 　☑ 含む      □ 含まない

条例要配慮個人情報 　□ 含む　　　☑ 含まない

記録情報を当該実施機関以外の者に経
常的に提供する場合にはその提供先

県営住宅指定管理者

開示請求等を受理
する組織の名称及
び所在地

富山県経営管理部総務課

富山県富山市新総曲輪１－７

個人情報ファイルの利用目的 県営住宅にかかる入退去、家賃等の事務処理のため利用する。

個人情報ファイルに記録される項目
（記録項目）

1氏名、2住所、3電話番号など県営住宅の管理に必要な入居者に関する情報

本人として個人情報ファイルに記録さ
れる個人の範囲（記録範囲）

県営住宅入居者

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

土木部建築住宅課

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 県営住宅管理システム

行政機関等の名称 富山県知事



管理番号 109010

名称

所在地

根拠法令

内容

名称

所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

―

備　　考

行政機関等匿名加
工情報の提案を受
ける組織の名称及
び所在地

―

―

行政機関等匿名加工情報の概要（本人
の数、項目等）

―

作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

―

個人情報ファイルの種別及び政令第21
条第７項に該当するファイルの有無

 ☑法第60条第２項第１号（電算処理ファイル）

 □ 法第60条第２項第２号
　（マニュアル処理ファイル）

（電算処理ファイルである場合）
利用目的及び記録範囲がこの個人情報ファイルの利用
目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理ファ
イルの有無
　☑ 有り　　　□ 無し

行政機関等匿名加工情報の提案募集を
する個人情報ファイルである旨

　□ 該当      ☑ 非該当

訂正・利用停止に
関する他の法令の
規定による特別の
手続

―

―

個人情報ファイルに記録される個人情
報（記録情報）の収集方法

本人からの提出

要配慮個人情報 　☑ 含む      □ 含まない

条例要配慮個人情報 　□ 含む      ☑ 含まない

記録情報を当該実施機関以外の者に経
常的に提供する場合にはその提供先

都道府県、富山県宅地建物取引業協会、全日本不動産協会富山県本部

開示請求等を受理
する組織の名称及
び所在地

富山県経営管理部総務課

富山県富山市新総曲輪1番7号

個人情報ファイルの利用目的 宅地建物取引業免許申請及び宅地建物取引士登録申請に関わる事務手続きのため

個人情報ファイルに記録される項目
（記録項目）

１氏名　２住所　３本籍　４性別　５勤務先　６勤務先履歴(対象者のみ)

本人として個人情報ファイルに記録さ
れる個人の範囲（記録範囲）

宅地建物取引業申請者及び宅地建物取引士登録申請した者

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

土木部建築住宅課

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 宅地建物取引業者名簿・宅地建物取引士名簿(両者ともエクセルの宅建システム)

行政機関等の名称 富山県知事



管理番号 109011

名称

所在地

根拠法令

内容

名称

所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

－

備　　考

行政機関等匿名加
工情報の提案を受
ける組織の名称及
び所在地

富山県土木部建築住宅課

富山県富山市新総曲輪１番７号

行政機関等匿名加工情報の概要（本人
の数、項目等）

－

作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

－

個人情報ファイルの種別及び政令第21
条第７項に該当するファイルの有無

 ☑法第60条第２項第１号（電算処理ファイル）

 □ 法第60条第２項第２号
　（マニュアル処理ファイル）

（電算処理ファイルである場合）
利用目的及び記録範囲がこの個人情報ファイルの利用
目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理ファ
イルの有無
　□ 有り　　　☑ 無し

行政機関等匿名加工情報の提案募集を
する個人情報ファイルである旨

　☑ 該当      □ 非該当

訂正・利用停止に
関する他の法令の
規定による特別の
手続

長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成20年法律第87号）第８条
富山県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則（令和４年富山県規則第１号）第２条

各記録項目の内容については、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成20年法律第87号）
第８条又は富山県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則（令和４年富山県規則第１
号）第２条に基づき訂正請求ができる。

個人情報ファイルに記録される個人情
報（記録情報）の収集方法

本人からの申請及び届出

要配慮個人情報 　□ 含む      ☑ 含まない

条例要配慮個人情報 　□ 含む　　　☑ 含まない

記録情報を当該実施機関以外の者に経
常的に提供する場合にはその提供先

－

開示請求等を受理
する組織の名称及
び所在地

富山県経営管理部総務課

富山県富山市新総曲輪１番７号

個人情報ファイルの利用目的
富山県知事が認定した長期優良住宅の情報を記録し、認定状況の確認等に利用す
る。

個人情報ファイルに記録される項目
（記録項目）

１認定番号、２申請者の氏名又は名称、３申請者の住所又は所在地、４認定年月
日、５長期優良住宅に関する情報（住宅の地名地番、建て方、階数、構造等）

本人として個人情報ファイルに記録さ
れる個人の範囲（記録範囲）

富山県知事に長期優良住宅の認定申請をした者

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

土木部建築住宅課、各土木センター

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 長期優良住宅に関する台帳及び整理簿

行政機関等の名称 富山県知事



管理番号 109012

名称

所在地

根拠法令

内容

名称

所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

―

備　　考

行政機関等匿名加
工情報の提案を受
ける組織の名称及
び所在地

富山県土木部建築住宅課

富山県富山市新総曲輪1番7号

行政機関等匿名加工情報の概要（本人
の数、項目等）

―

作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

―

個人情報ファイルの種別及び政令第21
条第７項に該当するファイルの有無

 ☑法第60条第２項第１号（電算処理ファイル）

 □ 法第60条第２項第２号
　（マニュアル処理ファイル）

（電算処理ファイルである場合）
利用目的及び記録範囲がこの個人情報ファイルの利用
目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理ファ
イルの有無
　□ 有り　　　☑ 無し

行政機関等匿名加工情報の提案募集を
する個人情報ファイルである旨

　☑ 該当      □ 非該当

訂正・利用停止に
関する他の法令の
規定による特別の
手続

建築基準法（昭和25年法律第201号）第6条
富山県建築基準法施行規則（平成12年規則第37号）第27条

各記録項目の内容については、建築基準法（昭和25年法律第201号）第6条又は富山県建築基準法
施行規則（平成12年規則第37号）第27条に基づき訂正請求ができる。

個人情報ファイルに記録される個人情
報（記録情報）の収集方法

本人からの申請

要配慮個人情報 　□ 含む      ☑ 含まない

条例要配慮個人情報 　□ 含む　　　☑ 含まない

記録情報を当該実施機関以外の者に経
常的に提供する場合にはその提供先

―

開示請求等を受理
する組織の名称及
び所在地

富山県経営管理部総務課

富山県富山市新総曲輪1番7号

個人情報ファイルの利用目的 建築確認申請や完了検査などの申請状況などを確認するために利用する。

個人情報ファイルに記録される項目
（記録項目）

1整理番号、２氏名、３住所、４電話番号、５建築物の計画等

本人として個人情報ファイルに記録さ
れる個人の範囲（記録範囲）

申請者

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

土木部建築住宅課、各土木センター、各土木事務所

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 建築確認等申請台帳

行政機関等の名称 富山県知事



管理番号 109013

名称

所在地

根拠法令

内容

名称

所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

―

備　　考

行政機関等匿名加
工情報の提案を受
ける組織の名称及
び所在地

富山県土木部建築住宅課

富山県富山市新総曲輪1番7号

行政機関等匿名加工情報の概要（本人
の数、項目等）

―

作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

―

個人情報ファイルの種別及び政令第21
条第７項に該当するファイルの有無

 ☑法第60条第２項第１号（電算処理ファイル）

 □ 法第60条第２項第２号
　（マニュアル処理ファイル）

（電算処理ファイルである場合）
利用目的及び記録範囲がこの個人情報ファイルの利用
目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理ファ
イルの有無
　☑ 有り　　　□ 無し

行政機関等匿名加工情報の提案募集を
する個人情報ファイルである旨

　☑ 該当      □ 非該当

訂正・利用停止に
関する他の法令の
規定による特別の
手続

―

―

個人情報ファイルに記録される個人情
報（記録情報）の収集方法

本人からの申請

要配慮個人情報 　□ 含む      ☑ 含まない

条例要配慮個人情報 　□ 含む　　　☑ 含まない

記録情報を当該実施機関以外の者に経
常的に提供する場合にはその提供先

―

開示請求等を受理
する組織の名称及
び所在地

富山県経営管理部総務課

富山県富山市新総曲輪1番7号

個人情報ファイルの利用目的 開発許可申請や完了検査などの申請状況などを確認するために利用する。

個人情報ファイルに記録される項目
（記録項目）

1整理番号、２氏名、３住所、４電話番号、５開発行為の計画等

本人として個人情報ファイルに記録さ
れる個人の範囲（記録範囲）

申請者

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

土木部建築住宅課、各土木センター、各土木事務所

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 開発許可等申請台帳

行政機関等の名称 富山県知事


